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はしがき

　本書は、交通事故の損害賠償実務に携わる弁護士、裁判官等の法律
実務家や、損害保険会社等の実務担当者等に読んでいただくことを想
定して、執筆しました。
　実務関係者の中で、「駐車場事故」にかかわったことがない方はほ
とんどいないのではないでしょうか。駐車場事故はその意味で、“よ
くある”事故といえます。
　ところが、事件解決の場面となると、駐車場事故は“やっかいな”
事故と認識される場合が少なくありません。
　その理由としては、駐車場内では通行ルールが確立されているとも
言い難いこと、実際に事故が生じた際の車両の走行・衝突態様も多種
多様であることなどが考えられます。駐車場の形状自体、そもそも多
種多様です。他方で、駐車場事故では事故発生による結果（損害）は
高額でない場合が多く、物損に限定されることも多いように思われま
す。
　損害額自体は高額ではないのに、事故発生の責任の有無や過失相殺
が大きな争いとなり、解決に時間がかかる、これが現時点での、実務
関係者の駐車場事故に対する共通の認識ではないかと思います。
　平成 26 年 7 月、いわゆる別冊判タ基準（東京地裁民事交通訴訟研
究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〈全訂 5版〉（別
冊判例タイムズ 38 号）」）が、駐車場内の一部の事故態様について過
失相殺基準を公表し、駐車場事故の解決の指針が示されました。とは
いえ、その後もまだまだ事件解決における悩みは尽きません。
　本書では、上記別冊判タが過失相殺基準を示す事故態様には限定せ
ず、駐車場事故全般について事故態様を類型化・細分化し、平成 21
年以降の裁判例を調査分類して、その分析を試みました。裁判例を平
成 21 年以降のものに限定したのは、今後の解決の方向性を検討する
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34 1編　解説

1節　駐車区画内の事故

1　事故類型

　駐車区画内における歩行者との事故の類型として、次のような整理が可能
である。
　①�　駐車車両から乗降した歩行者と、当該駐車区画あるいは隣接区画への
進入・退出車との事故

　　ⅰ�　駐車車両から乗降した歩行者と、当該駐車区画への進入・退出車と
の事故

　　ⅱ�　駐車車両から乗降した歩行者と、隣接区画への進入・退出車との事
故

　　ⅲ�　自動車ドアの開閉による事故
　②　歩行者と、①以外の駐車区画進入・退出車との事故
　③�　歩行者と、駐車区画進入・退出時に駐車区画から逸脱した四輪車との
事故

2 駐車車両から乗降した歩行者と、当該駐車区画
 あるいは隣接区画への進入・退出車との事故

1　基本的な考え方
　駐車区画内における歩行者との事故の類型として、まず、駐車車両から乗
降した歩行者と、当該駐車区画あるいは隣接区画への進入・退出車との事故
が考えられる。

第2章 歩行者と四輪車
との事故



35第2章　歩行者と四輪車との事故

⑴  　駐車車両から乗降した歩行者と、当該駐車区画への進入・退出車との事故
　駐車車両から乗降した歩行者と、当該駐車区画への進入・退出車との事故
については、運転手としても、歩行者の存在を容易に視認することができ、
また、歩行者の動向（店舗に向かおうとしているのか、駐車が完了するのを
待っているのか等）を予測することも可能であること等からすれば、歩行者
の基本過失相殺率は 0とすることが妥当と考えられる。別冊判タ38号506頁
【337】図は、駐車区画内における歩行者と四輪車との事故について、歩行
者の基本過失相殺率を10とするが、上記の事情や、歩行者としても、運転手
が、自身の存在に十分注意して前進（後退）することを期待することが通常
であること等からすれば、本類型のような事故においては、基本的に歩行者
に過失相殺を適用しないことが妥当ではないだろうか。ただし、歩行者が、
駐車区画・進入車が低速で自身の方に前進（後退）してくるのを十分確認で
きたにもかかわらず、スマートフォンに気を取られる等して全く回避せず事
故が発生したような場合には、歩行者の過失を 5から10程度加算する余地も
あるものと考える。

　　　　　　　　　　　　　【図 2 − 1 】�

⑵ 　駐車車両から乗降した歩行者と、隣接区画への進入・退出車との事故
　駐車車両から乗降した歩行者と、隣接区画への進入・退出車との事故につ
いても、両者の位置関係等からすれば、運転手が歩行者の存在を容易に視認
することができ、また、駐車区画の狭さ等のために、歩行者が隣接する駐車
区画に進入してしまうことを予見することも可能であること等も考慮すれ
ば、⑴の類型同様、歩行者の基本過失相殺率は 0とすることが妥当と考えら
れる。この点、別冊判タ38号495頁・506頁では、「四輪車が駐車区画への進
入動作を開始した時点で、隣接する駐車区画において他車の運転者又は同乗
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1節　通行部分進行中の四輪車同士の事故
1　事故類型

　通行部分進行中の四輪車同士の事故については、前述のとおり、通行部分
が「通路」状である場合とそうでない場合、その中間的形態などが存するが、
通路状の通行部分における事故については、次のような整理が可能である。
①　通路の交差部分における事故
　ⅰ）　出会い頭事故【図 1− 6】
　ⅱ） 　対向方向から通路の交差部分に進入した車両同士の事故（直進・右

左折あり）【図 1− 7】
　ⅲ） 　同一方向に進行する車両同士の事故（追越しと右左折車等）【図 1

− 8】
②　通路を同一方向に進行する車両同士の事故（追突型等）【図 1− 9】
③　通路を対向方向に進行する車両同士の事故【図 1−₁₀】
④　通路停止車両と通路進行車両との事故【図 1−₁₁】

※　以下、図は第 1章より再掲。

2　基本的な考え方

　通行部分が通路状である場合、事故態様については道路上の事故とほぼ同
様のものが想定できるため、過失相殺率についても、道路上の事故について
の過失相殺基準を参考にしつつ、検討することが可能と思われる。
　この点、道路上の事故についての過失相殺基準を駐車場の通行部分におけ

第3章 四輪車同士
の事故
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停止

【図 1−9】

【図 1−11】

【図 1−7】

【図 1−8】

【図 1−10】

【図 1−6】



174 2編　判例解説

◯損害の種類
　物損のみ
◯認容額／請求額
　本訴： 6 万4386円／ 

16万0966円
　反訴： 11万5227円／ 

19万2045円
◯過失相殺割合
　60：40

　　　　　　　　本件駐車場内は、これに面する通路と垂直方向に白線が 2本引かれ
て 3つの駐車区画に区切られており、車が 3台並んで駐車できるよう

になっている。
　中央の駐車区画辺りから左後方に後退しようとしていたX車両と、通路側から見
て右側の駐車区画に進入したY車両とが、中央駐車区画と右側駐車区画との境界付
近において接触した。
　X車両が中央駐車区画において切り返し等を繰り返していた際に、Yは、X車両が

　　　　　　　　本件駐車場内は、これに面する通路と垂直方向に白線が 2本引かれ
事故態様

切返車と駐車区画進入車

判　決

反訴あり

横浜地判平成22年４月20日（平成21年（レ）第276号）自保ジャーナル
1839号149頁
（原審：相模原簡判平成22年３月18日（平成20年（ハ）第1330号））

反訴：平成21年（ハ）第379号

被害車両 普通乗用自動車 事故発生
日時

平成19年12月18日午前 9時15分
頃

加害車両 普通乗用自動車 駐車場の
種類／形状 郵便局駐車場

Y車

X車

概要

事故の概要
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175第２章3節　駐車区画同士の事故

切り返し等をしているのを認識しながらも、右側駐車区画が空いていたことから、Y
車両を同所に進入させ停車させたところ、このほぼ直後くらいに、X車両がハンドル
を左に切りながら右側に若干膨れるようになりながら後退をして、右側駐車区画に進
入してきたため、Yがクラクションを鳴らしたものの間に合わず、X車両の右前角の
ヘッドライト下辺りとY車両の左フロントドア中央接触したというものである。

　　　　　　Xは、中央駐車区画においてX車を後退させるにあたって、その右側
の駐車区画に他の車両が進入してくる可能性があり得ることを考慮し、自

車後方の安全を確認するだけではなく、右側駐車区画の安全をも確認しながら後退を
行う義務があったにもかかわらず、これを怠り、ハンドルを左に切りながら、自車右
前部を漫然と右側駐車区画内に進入させ、折から同駐車区画に進入していたY車両
の左中央部付近に接触させた過失があるというべきである。
　他方、Yは、Y車両を右側駐車区画に進入させるに当たり、X車両が中央駐車区画
付近においてハンドルを左に切って切り返しを繰り返していることを認識していたの
であるから、同車両が切り返しの過程において右側に膨れて弧を描くように後退し、
右側駐車区画にも進入してくる可能性があり得ることを考慮し、右側駐車区画への進
入を待つか、又は右側駐車区画の右寄りに進入して上記のような事態にも備えて駐車
する義務があったにもかかわらず、これを怠り、X車両が右側駐車区画にはみ出てく
ることはないと軽信し、漫然と右側駐車区画の左寄りに進入した過失があるというべ
きである。
　そして、本件事故は、当事者双方の上記過失が競合して発生したものというべきと
ころ、両者の過失の割合を検討すると、Xは、自らのいた中央駐車区画をはみ出し、
右側駐車区画に進入し、停車したY車両にX車両を接触させたのに対し、Yは、空
いていた駐車区画内に自車を進入させただけであることからすれば、Xの過失の方が
Yのそれよりも大きいと考えられる。もっとも、左方向に後退していたXが、車両
が走行してくる方向でもある同方向に対する安全確認に集中してしまったことはある
程度理解できなくもないことであるのに対し、Yは、前方でX車が切り返しを繰り
返して動いているという状況を認識しており、その動静についても容易に把握できた
はずであるにもかかわらず、X車両が右側駐車区画にはみ出てくることはないと軽信
し、あえて右側駐車区画に進入してきたものであって、X車両の動静から、駐車区画
への進入をしばらく待っているか、できるだけ駐車区画の右側に寄って駐車するとい
うYの対応次第では、容易に本件事故の発生を回避できたともいい得るのであるか
ら、その過失も無視することはできない。
　XとYの過失の割合は、これをX60％、Y40％とするのが相当である。

　　　　　　Xは、中央駐車区画においてX車を後退させるにあたって、その右側
評価


